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衆
議
院
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員
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田
至
紀
君
提
出
「
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法

律
案
」
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。
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衆
議
院
議
員
植
田
至
紀
君
提
出
「
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す

る
法
律
案
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
、
過
去
五
年
間
に
お
け
る
精
神
障
害
者
で
あ
る
疑
い
の
あ
る
被
疑
者
に
よ
る
事
件
の
う
ち
、
検
察
官
に
よ
り
不

起
訴
処
分
を
さ
れ
た
も
の
の
内
容
及
び
不
起
訴
処
分
の
割
合
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

な
お
、
心
神
喪
失
者
と
は
、
精
神
の
障
害
に
よ
り
、
事
物
の
理
非
善
悪
を
弁
識
す
る
能
力
が
な
い
か
、
又
は
こ
の
弁
識
に

従
っ
て
行
動
す
る
能
力
の
な
い
者
で
あ
り
、
心
神
耗
弱
者
と
は
、
こ
の
よ
う
な
能
力
が
著
し
く
減
退
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、

精
神
障
害
者
の
す
べ
て
が
心
神
喪
失
者
又
は
心
神
耗
弱
者
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
平
成
八
年
か
ら
平
成
十
二
年
ま
で
の

五
年
間
に
検
察
官
に
よ
る
不
起
訴
処
分
に
お
い
て
心
神
喪
失
者
又
は
心
神
耗
弱
者
と
認
め
ら
れ
た
者
（
心
神
喪
失
者
又
は
心

神
耗
弱
者
で
あ
る
疑
い
の
あ
る
者
を
含
む
。
）
合
計
三
千
百
五
十
七
人
の
う
ち
、
三
百
八
十
七
名
の
者
は
現
住
建
造
物
等
放

か
ん

火
等
の
罪
に
当
た
る
行
為
を
、
六
十
名
の
者
は
強
姦
等
の
罪
に
当
た
る
行
為
を
、
五
百
七
十
六
名
の
者
は
殺
人
等
の
罪
に
当

た
る
行
為
を
、
六
百
十
八
名
の
者
は
傷
害
等
の
罪
に
当
た
る
行
為
を
、
百
二
十
名
の
者
は
強
盗
等
の
罪
に
当
た
る
行
為
を
、

千
三
百
九
十
六
名
の
者
は
そ
の
他
の
罪
に
当
た
る
行
為
を
、
そ
れ
ぞ
れ
行
っ
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
者
の
約
七

一



十
八
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
精
神
鑑
定
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
平
成
十
二
年
に
お
い
て
、
検
察
官
の
嘱
託
に

よ
り
行
わ
れ
た
精
神
鑑
定
に
お
い
て
精
神
障
害
者
で
あ
る
と
診
断
さ
れ
た
者
は
合
計
千
六
百
七
人
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
約

五
十
三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
者
は
不
起
訴
処
分
を
さ
れ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

厚
生
省
（
当
時
）
に
お
い
て
行
っ
た
調
査
の
結
果
に
よ
る
と
、
平
成
十
二
年
六
月
三
十
日
現
在
で
、
都
道
府
県
及
び
政
令

指
定
都
市
ご
と
の
入
院
期
間
別
の
措
置
入
院
者
数
は
別
表
第
一
の
と
お
り
で
あ
り
、
措
置
入
院
者
を
入
院
さ
せ
て
い
る
病
院

別
の
措
置
入
院
者
数
は
別
表
第
二
の
と
お
り
で
あ
る
。

再
入
院
者
数
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
措
置
入
院
者
を
入
院
さ
せ
て
い
る
病
院
名
及
び
当
該
病
院
ご
と

の
入
院
期
間
別
の
措
置
入
院
者
数
に
つ
い
て
は
、
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
る
こ
と
か
ら
、
明
ら
か
に
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

過
去
十
年
間
の
措
置
入
院
中
に
死
亡
し
た
者
の
数
、
措
置
入
院
解
除
後
一
般
病
棟
に
移
さ
れ
た
者
の
数
及
び
一
般
病
棟
に

移
さ
れ
た
後
に
死
亡
し
た
者
の
数
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

二



四
に
つ
い
て

第
百
五
十
四
回
国
会
に
提
出
し
た
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る

法
律
案
に
基
づ
き
、
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
い
、
裁
判
所
に
よ
り
医
療
を
受
け
さ
せ
る
た
め
に
入
院

を
さ
せ
る
旨
の
決
定
を
受
け
た
者
に
対
し
、
指
定
入
院
医
療
機
関
に
お
い
て
行
わ
れ
る
医
療
と
し
て
は
、
薬
物
療
法
、
認
知

行
動
療
法
を
含
む
精
神
療
法
、
作
業
療
法
等
が
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
治
療
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
患
者
の
病

状
の
改
善
及
び
こ
れ
に
伴
う
同
様
の
行
為
の
再
発
の
防
止
を
図
り
、
も
っ
て
そ
の
社
会
復
帰
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
当
該
患
者
の
病
状
に
応
じ
、
単
独
で
、
又
は
併
用
し
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

五
に
つ
い
て

「
他
者
と
の
交
流
に
重
点
を
置
く
集
団
精
神
療
法
」
、
「
基
本
的
な
社
会
生
活
の
技
能
を
習
得
さ
せ
る
社
会
生
活
技
能
訓

練
」
及
び
「
適
切
な
人
間
関
係
を
築
く
技
能
を
修
得
さ
せ
る
社
会
生
活
技
能
訓
練
」
は
、
既
に
、
一
般
の
精
神
医
療
の
中
で

実
施
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
特
に
暴
力
等
の
問
題
行
動
に
焦
点
を
当
て
た
「
適
切
な
人
間
関
係
を
築
く
技
能
を
習
得
さ
せ
る

社
会
生
活
技
能
訓
練
」
及
び
「
『
怒
り
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
』
等
の
暴
力
の
自
制
能
力
向
上
の
た
め
の
個
人
精
神
療
法
」
に

つ
い
て
は
、
暴
力
等
の
問
題
行
動
の
見
ら
れ
な
い
一
般
の
精
神
障
害
者
に
と
っ
て
は
、
必
要
と
さ
れ
な
い
医
療
で
あ
る
と
考

三



え
て
い
る
。

指
定
入
院
医
療
機
関
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
治
療
法
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
た
専
門
的
な
医
療
を
実
施
す
る
こ
と
と
な

る
が
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
こ
う
し
た
医
療
を
ほ
と
ん
ど
実
施
し
て
こ
な
か
っ
た
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、

お
尋
ね
の
、
ど
の
医
療
機
関
で
、
何
人
の
患
者
に
ど
の
程
度
の
期
間
試
み
ら
れ
、
回
復
状
況
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
、
ま
た
、

そ
の
研
究
報
告
や
実
績
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。
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